
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

二
二

改
正
後
欄

終
り
か
ら
一
七


を
含
む
）

を
含
む
。）

〃

〃〃
一
〇

二
四

〃〃
〃


委
託
を

委
任

〃

改
正
前
欄

〃
〃

〃

改
正
後
欄

〃

八

委
任
を

委
任

〃

改
正
前
欄

〃

〃

〃

改
正
前
欄

〃

四
海
技
免
状
更
新
講

習
、

海
技
免
状
更
新
講

習
、

〃

改
正
後
欄

〃

〃
漁
ろ
う
操
船
講
習

、

漁
ろ
う
操
船
講
習

、

六
〇

改
正
後
欄一第

65条
の
８






関

係
）

第
65条
の
８
関
係










）



四
五

改
正
後
欄四
か
か
る

係
る

〃

〃
一
四
三
上
欄

三
の
上
欄

五
五

改
正
前
欄

終
り
か
ら八



十
四
、

〃

改
正
後
欄

〃

〃

十
四
、

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

二
三

一
〇法

律
政
令

令和年月日 木曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
九
日

兵
庫
県
明
石
市
硯
町
三
丁
目
四
番
二
号

扶
桑
電
機
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

澁
谷

宣
泰

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
九
日

広
島
県
三
原
市
古
浜
三
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
三
信
ラ
イ
フ
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

川
品

浩
司

株
式
併
合
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
株
式
二
百
株
を
一
株
に
併
合
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。
な
お
、
効
力
発
生
日
は

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
で
す
。
同
日
に
お
け
る
発
行
可

能
株
式
総
数
は
三
千
株
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
九
日

東
京
都
八
王
子
市
新
町
一
番
地
五

創
輝
株
式
会
社

代
表
取
締
役

飛
田

正
文

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日
（
号
外
第
二
百
十
四
号
）
公

布
国
土
交
通
省
令
第
九
十
一
号
（
港
湾
法
施
行
規
則
及
び

港
湾
計
画
の
基
本
的
な
事
項
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

四
四
ペ
ー
ジ
改
正
前
欄
七
行
目
か
ら
九
行
目
は
次
の
と

お
り
の
誤
り
。

（
新
設
）

4
雇
止
の
場
合
は
、
給
料
及
び
手
当
欄
に
は
記

入
を
せ
ず
、
そ
の
他
の
労
働
条
件
欄
に
は
雇
止

の
事
由
を
記
載
す
る
こ
と
。

令
和
七
年
九
月
十
九
日
（
号
外
第
二
百
十
一
号
）
公
布

国
土
交
通
省
令
第
九
十
号
（
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の

整
備
等
に
関
す
る
省
令
）

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日
（
号
外
第
二
百
十
四
号
）
本

号
で
公
布
さ
れ
た
法
令
の
あ
ら
ま
し
欄
中

取
消
公
告

令
和
七
年
十
月
一
日
（
号
外
第
二
二
〇
号
）
掲
載
の
解

散
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
九
日

岡
山
県
備
前
市
伊
里
中
四
〇
一
番
地

谷
口
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

谷
口

長

任
意
清
算
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
を
も
っ
て
解
散
し
、

会
社
法
第
六
六
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
社
員
の

同
意
に
よ
り
定
め
た
財
産
の
処
分
の
方
法
に
従
い
清
算
い

た
し
ま
す
の
で
、
こ
の
清
算
の
方
法
に
異
議
の
あ
る
債
権

者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
九
日

熊
本
県
阿
蘇
市
黒
川
一
一
八
八
番
地

合
資
会
社
宮
本
精
肉
店

代
表
社
員

宮
本

幸
一


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